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一研 究 報 告一

苦痛緩和のための鎮静に関する認定看護師の負担の調査

舟 津 勇 己*・ 山本瀬 奈**・ 荒 尾 晴 惠**

要 旨

本研 究では、終末期がん患者 に対する苦痛緩和のための鎮静に関わる緩和ケア認定看護師(以 下、認

定看護 師)の 鎮静に伴 う負担の強 さを明 らかにす ることを 目的 とし、2010年9月 ～10月 の期間、がん診

療連携拠点病院に所属する認定看護師276名 を対象 として、郵送による無記名 の自記式質問紙調査 を実

施 した。鎮静 に伴 う負担については、先行研究 を参考に研究班で作成 した質問紙を用いて調査 した。研

究の依頼 にあたっては、参加は 自由意思であることを明記 した。調査の結果、125名 か ら回答を得た(回

収率45.3%)。 がん診療連携拠点病院に所属す る認定看護師の多 くは、緩禾口医療検討会議の行われる環境

で専任 の医師 とともに勤務 してお り、医療者 間で情報交換のできる体制が整備 されている中、鎮静に関

わっていた。 しか しなが ら、認定看護 師は、 自身の知識 ・技術の不足についての負担や、知識のばらつ

き、不十分な説明な どの医師に関す る負担 を抱えてお り、そ うした現状の中、鎮静 とい う倫理的問題 を

孕む事柄 について指導することを負担 と感 じていた。

キー ワー ド:鎮 静、緩 和ケア、認定看護師、負担

1.序 論

終末期がん患者は、せん妄や呼吸困難な どの耐

え難い苦痛を体験す ることがあるi)。その苦痛が

治療抵抗性 である場合には、苦痛緩和の方法 とし

て鎮静が施行 され ることがあ り、森 田ら2)に よる

と、患者の20～35%に 持続的な深い鎮静が施行 さ

れている。 しか し、鎮静の施行にあたって、鎮静

に関する知識のばらっ きか ら不必要な意識低下

をもた らすことなどがある。他にもがんの進行 に

よる意識 レベルや見当識の低下などか ら患者の

意思確認が不十分なこともあ り、鎮静施行 にあた

って倫理的な問題 も孕んでいる。鎮静は技術的な

問題だけでなく様々な問題があることか ら、2005

年 に 日本緩和医療学会 より 「苦痛緩和のための鎮

静に関す るガイ ドライ ン」1)(以下、ガイ トライン

と呼ぶ)が 発刊 された。その内容 は、鎮静の施行

手順、方法、鎮静後の管理、ケアな どが先行研究

のエ ビデ ンスに基づき記載 されている。

鎮静 に携 わる看護 師がどの よ うな体験 を して

いるのか については、Moritaら3)と 伊藤 ら4)の鎮

静に関す る看護師の負担 についての研究があ り、

「鎮 静 を行 う判 断基 準や根拠 に曖昧な部分 があ

ることにより、看護師に困惑や迷いが生 じる」と

いった、体験す る負担の内容が明らかになってい

る。その上で、 「思いを共有す ることで解決で き

るよ うなカンファレンスの場をもつ」な どの看護

師の負担軽減 に関す る取 り組みがな されている。

またMoritaら3)は 、看護師が負担を感 じる原 因と

して鎮静 を施行す る患者 に関わるこ との出来 る

時間が足 りないことを挙げ、鎮静を施行す る際に

は医療者 間のチー ムアプ ロー チが効果的に行 わ

れ るべ きだ と主張 している。伊藤 ら4)は、医師よ

りも看護 師の方が直接 ケアに関わることが多い

に も関わ らず 医師が具体 的にカルテに鎮静の内

容 を記載 してお らず、看護師がケアするにあたっ

て戸惑 うことがあるなど、医療者間での情報共有

が うまくなされていないことを報告 している。緩

和ケアの普及 に伴い、緩和ケア認定看護師(以 下、

認定看護師)も 増えて きてい る。緩和ケア認定看

護師は看護現場において実践 ・指導 ・相談の3っ

の役割 を担 っている。認定看護師は熟練 した知識

と看護技術 を習得 してお り、対応 の難 しい患者 を

ケアす ることになった り、看護師から相談 を持 ち

かけられ た りする。そのため、より高度 な知識や

技術を必要 とする点や相談、指導を行 うとい う点

で特徴的な負担を有す ることが考 えられ る。先行

研究 では認定看護 師のみ を対象 とした研究 はな

く、鎮静に関わる認定看護師の負担については明

らかにされていない。そ こで本研究では認定看護

師を対象 とし、鎮静に関す る負担 の特徴 を明 らか

にすることに した。認定看護師の負担の特徴 を明

らかにす ることにより、負担軽減 に向けた支援方

法 を見出すための資料が出来 る。鎮静に伴 う認 定

看護師の有す る実践 での知識 や技術 をよ り深 め

られ るように支援 していくことで、鎮静 を施行す

る多 くの患者、家族へ より良いケアを提供できる
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よ うにな る。

II.研 究 目的

本研 究では、終末期がん患者の鎮静の施行 に関

わる認定看護師の負担の特徴を明らかに し、負担

軽減に向けた支援方法を検討す ることを 目的 と

した。

皿 研究方法

1.用 語の操作的定義

1)鎮 静:ガ イ ドライ ンを参考 に 「患者の苦痛

緩和 を目的 として患者 の意識 を低下 させ る薬

物を投与す ること」 と定義 した。本研究におけ

る 「鎮静jは 、中止す る時期 をあらか じめ定め

ずに意識の低下を継続 して維持す る 「持続的鎮

静」 をいい、言語的 ・非言語的 コミュニケーシ

ョンができない ような深い意識 の低下をもた

らす 「深い鎮静」 を意 味す る。

2)負 担:先 行研究3)4)を参考に 「医療者間の意

見や価値観 の相違、患者 ・家族の意思表示の有

無 ・意見の相違、 自身の技術不足や 自信のなさ

な どによって重荷だ と感じること」と定義 した。

2.研 究対象

2010年5月 の時点で公益社会法人 日本看護協会

のホームページ5)上 に公 開 され ている認定看護師

1295人 の うち、所属施設 ががん診療連携拠点病院

である276名 を対象 とした。

3.調 査方法

2010年9月 ～10月 の期間、無記名の 自記式質

問紙 を用いた郵送調査 を実施 した。ホームページ

上に掲載 されていた認定看護師の勤務す る施設

の住所をWeb上 で調べ、認定看護 師の氏名 を記載

して質問紙を郵送 した。ホームページ上で氏名が

公開 されていない対象については 「認定看護師様」

と記載 し郵送 した。質問紙には、研究説明書を同

封 し、返送をもって調査参加の同意 とした。

4.調	 査内容

勤務先や活動形態などの基礎情報に加 え、鎮静

に関わった経験、 「ガイ ドライ ンの存在を知って

い るか」な どのガイ ドライ ンの周知や 内容理解 、

活用状況につ いて、また緩和ケア専任 の医師(以

下、専任の医師)(厚 生労働大臣が定める緩和ケ

ア診療加算が取得可能な専従チームに所属する、

身体症状の緩和 を担当す る常勤医師、も しくは精

神症状の緩和を担当する常勤医師を指す)の 有無

を調査 した。

また、過去1年 間の事例について、耐え難 い苦

痛のあった患者に鎮静が行われなかったことに

対す る認定看護師の気持ちを1(と てもつ らかっ

た)～5(と て もよかった)の5段 階で回答 を得

た。

鎮静 に伴 う認定看護師の負担 については、

Moritaら3)の 研究および伊藤 ら4)の研究で使用 さ

れた質問紙を参考 に、研究班で質問紙 を作成 した。

鎮静に関する24項 目を1(全 くそ う思わない)～

7(と てもそ う思 う)の7段 階で調査 した。24項 目

は、【鎮静が行 われた ことに関す る質問(4項 目)】

【鎮静が必要な患者 に関わるこ とのできる時間

について(6項 目)】 【チームアプローチにっい

て(3項 目)】 【患者 と家族の希望について(3

項 目)】 【鎮静に関す る看護 師の技術や信念(7

項 目)】 【個人的な価値観について(1項 目)】

尋ねるものである。本研究では、伊藤 ら4)の研究

において 「スタ ッフの教育が難 しい」 ことが看護

師のス トレス となっていること、および認定看護

師の役割 の一つに指導が含まれ ることから、 「認

定看護師 として鎮静に関わる看護師の教育が難

しい」 とい う1項 目を加 えた。

5.分	 析方法

記述統計を用いて、認定看護師の負担の強 さを

質問項 目別に集計 し、どの項 目が負担の強い傾向

にあるのかを明 らかに した。 さらに、勤務先 と負

担の強 さ、専任の医師の有無 と負担の強 さを回答

している対象 について、それぞれMann-WhitneyU

検定を用いて、負担 の強 さを比較 した。ホスピス

や緩和 ケア病棟 では一般病棟 よ り終末期が ん患

者が多 く、緩和ケア 目的で鎮静を施行する頻度 も

多いことが推察 され る。また、吉 田6)はホスピス ・

緩 和ケア病棟で働 く看護師が 「患者 の死による喪

失体験を繰 り返す」ことや 「良好なチームワーク

を維持す る」ことに関す るス トレスを強 く感 じて

いる と述べている。そのため、本研究において も

ホス ピス ・緩和ケア病棟 と一般病棟で働 く認定看

護 師の負担の強 さを比較 した。伊藤 ら4)の研究で

は、鎮静の施行に関 して医療者 間の協力体制の問

題 があることが明らかにされてお り、医療者 間の

意見 の相違や医師の知識不足 が看護 師のス トレ 
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スになる と指摘 している。専任 の医師は、終末期

がん患者 に関わる機会 が多 く鎮静施行経験 が多

い と推察 され、鎮静に関す る知識や技術を習得 し

ていると考えられ るため、専任の医師の有無が認

定看護師の負担 に影響を及ぼす もの と考 え、上記

の分析を実施 した。

6.倫 理的配慮

本研 究は厚生労働省の 「疫学研究に関す る倫理

指針」に基づいて実施 した。質問紙には、研究説

明書 を同封 し、研究の趣 旨、研究への参加は任意

であるこ と、質問紙は無記名であること、個人情

報は保護 され ること、結果 を公表す ること、質問

紙の返送 をもって研究参加 の同意 と理解 させて

いただ くことを明記 し、研究に関する問い合 わせ

連絡先を記載 した。

】V.結 果

1.対	 象者 の属性

276名 に質問紙 を配 布 し125名 か ら回答 を得 た

(回収率45.3%)。 その うち有 効 回答 が得 られ た123

名 を分析 対象 と した。対 象者 の属性 を表1に 示す 。

看護 師免 許、認 定看 護 師 資格 取 得後 の年数 はそ れ

ぞれ17.6±6.3年 、3.3±2.1年 であ った。勤務 先

は84名(68.3%)が 一般総 合病 院(ホ ス ピス ・緩 和

ケ ア病棟 を除 く)、20名(16.3%)が ホ ス ピス ・緩 和

ケ ア病棟 で あ り、53名(43.1%)が 緩和 ケ アチー ム

に所 属 してい た。 専任 の 医師 につ い ては、89名

(72.4%)が 「い る」 と回答 した。

2.耐 え難 い苦 痛 の あった患者 を受 け持 った 経験

と鎮 静 に 関わった経 験

96名(78.0%)が 耐 え難 い苦痛 の あっ た患者 を受

け持 った経験 が あ る と回答 し、 そ の件数 は平均

10.7(SDニ11.9)件 で あった。 最 も多い者 で は これ

まで に耐 え難 い苦 痛 のあ った患者 を70名 受 け持

った経験 があ る と回答 した。 また持 続的 な深 い鎮

静 を施行 した経 験 が あ る と回答 した者 は100名

(81.3%)お り、平均 件数7.4(SD=9.5)件(経 験数 を

自己記載)で あ った。最 大 は50件 で あった。 対象

者 は、全員 が何 らかの形 で鎮静 に関す る知識 を深

めてお り、学習方 法 と して は、「学会 に参加 す る」

が100名(81.3%)と 最 も多 く、次 いで 「専 門書(雑

誌 を含 む)を 読む 」95名(77.2%)、 「講習会 ・セ ミ

ナ ー に参加す る」63名(51.2%)、 「病棟 あるい は

院 内 の学習会 に参加 す る」21名(17.1%ン で あ った

(重複回答を含む)。

3.ガ イ ドライ ンに 関 して

無 回答 の1名 を除 き、全 員 がガイ ドライ ンに 目を

通 してお り、121名(98.4%)が ガイ ドライ ンの内容

を理解 で きてい る と回答 した。 しか しな が ら、ガ

イ ドライ ン を活 用 で きて い る と回答 した者 は61

名(49.6%)と 約半数 に と どま った。

4.過 去1年 間の事例にっいて、耐え難い苦痛の

あった患者に鎮静が行われなかったことに対す

る認定看護師の気持ち

過去1年 間の事例 について、耐え難い苦痛のあ

った患者 に鎮静が行 われ なかったこ とに対す る

認定看護師の気持ちを調査 したところ 「とてもつ

らかった」 「っ らかった」 「どちらか といえばっ

らかった」 と回答 した者は合計24名(64.8%)に の

ぼった(表2)。 「どち らともいえない」は10名

(27.0%)で あった。

表2過 去1年 間の事例について、耐え難い苦痛のあった

患者に鎮静が行われなかったことに対する認定看護師の

気持ち(n=37)

人数(%)

とてもつ らかった	 8(21.6) 

つらかった	 13(35.1) 

どちらかといえばつらかった	 3(8.1) 

どちらともいえない	 10(27.0) 

どちらかといえばよかった	 1(2.7) 

よかった	 2(5.4) 

とてもよかった	 0(0.0)

5.「鎮静」が行われた ことに関す る認定看護師の

負担の強 さ

調査結果 を表3に 示す。逆転項 目については表

に*を つけた。中央値が4点 よ り高 く、負担の強

い傾 向にあると考 えられ る項 目は、 「鎮静につい

て、医師の知識にば らつきがある」 「医師の鎮静

についての説明が不十分である」 「医師の不在や

指示がなく鎮静が開始 できない場合がある」 「鎮

静 を行 うのに必要 な薬物やケアの知識が不足 し

ている」 「苦痛が鎮静によってしか緩和 されない

ことを判断す ることは難 しい」 「強い苦痛のある

患者 ・家族に対す る精神的ケアや コミュニケーシ 
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ヨンの技術が不十分である」 「認定看護師 として、 【鎮静が必要な患者に関わることのできる時間

鎮静に関するスタッフの教育が難 しい」であった。 にっいて1【 チームアプローチについて】 【鎮静

また、逆転項 目の うち、中央値が4点 より低 く、 に関す る看護師の技術や信念について】の3側 面

負担の強い傾 向にあると考え られ る項 目は 「鎮静 において、4項 目の負担の強 さに有意な差が認 め

に関す る、明確 な患者の意思表示があることが多 られた。 さらに、専任の医師の有無によ り負担の

い」であった。 強 さを比較 したところ、表5に 示す結果 となった。

負担の強 さをホスピス ・緩和ケア病棟 と一般病 4側 面9項 目において、負担の強 さに差がみ られ

棟 で比較 した ところ、表4に 示す結果 となった。 た。

表1対 象 者 の概 要(n=123)


項 目


年齢(歳) 平均 39.7tsD6.2(29-56)

男 2人(1.6%)

性別 女 120人(97.6%)

無回答 1人(0.8%)

看護師免許取得後の年数(年) 平均 17.6tSD6.3(8-35)

認定看護師取得後の年数(年) 平均 3.3土2.1(1-10)

一般総合病 院(ホ ス ピス ・緩和ケア病棟除く) 84人(68.3%)

ホス ピス ・緩和ケア病棟 20人(16.3%)

勤務先 がんセンター・成人病センター(ホ ス ピス緩和ケア病棟除 く) 8人(6.5%)

その他 10人(8.1%)

無回答 1人(0.goo)

緩和ケアチーム 53人(43.1%)

緩和ケアチーム ・病棟両方 26人(21.1%)

活動形態 病棟 24人(19.5%)

その他 19人(15.4%)

無回答 1人(0.8%)

有 89人(72.4%)

専任の医師の有無 無 33人(26.8%)

無回答 1人(0.8%)

専任の医師の人数(人) 平均 i.ztsoi.2(0-6)

有 122人(99.2%)

緩和医療検討会議の有無 無 0人(0.0%)

無回答 1人(0.8%)

有 96人(78.0%)

無 7人(5.7%)

耐え難い苦痛の あった患者を受け持った経験

無回答 20人(16.3%)

経験件数(平 均) 10.7土SD11.9(0-70)

有 100人(81.3%)

無 12人(9.8%)

持続的な深い鎮静を施行した経験
無回答 11人(8.9%) 

経験件数(平 均) 7.4tSD9.5(0-50)

学会に参加する 100人(81.3%)

鎮静に関す る知識を深めるための学習方 法 蓴門書(雑 誌を含む)を 読む 95人(77.2%)

(複数回答 あり) 講習会 ・セ ミナーに参加する 63人(51.2%)

病棟 ・あるいは院内の勉強会 に参加する 21人(17.1%)

※o内 は範 囲(最小一最大)を 示す
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表3 「鎮静」が行われ たことに関す る認定看護師の負担 の強さ(nニ110)

四分位
項目 中央値

範囲

私にとって鎮静に関与することは負担である 4.0 3.O 

受け持ちの患者が鎮静を受ける時、無力感を覚える 3.O z.o 

鎮静が行われたことに関する質問

できるならば、自分自身で鎮静を実施する立場になることは避けたい z.0 z.0 

鎮静を行うとき、自分のしてきたことに価値がなかった気持ちになる 2.0 1.0
 

仕事量が多いため、鎮静が必要な患者に十分関わることができない 4.0 2.5 

鎮静について、気楽に相談できる同僚や上司がいる* 6.0 1.0 

鎮静が必要な患者に 鎮静について、看護師の判断や意見が尊重されている* 5.0 3.O 

関わることのできる時間について 鎮静について、医師の知識にばらつきがある 6.0 z.o 

医師の鎮静についての説明が不十分である 5.0 z.0 

医師の不在や指示がなく鎮静が開始できない場合がある 4.5 3.0 

鎮静について、医師と看護師との間に意見の不一致がある 4.0 1.0 

チームアプ囗一チについて 鎮静について、看護師の間に共通した認識がある 4.0 3.0 

鎮静について、気楽にチームカンファレンスを行うことができる* 5.0 3.0 

鎮静に関する、明確な患者の意思表示があることが多い* 3.0 z.0 

患者と家族の希望について 鎮静に関する、明確な家族の意思表示があることが多い* 4.0 3.0 

鎮静に関して、患者と家族の意思表示に食い違いがあることが多い 4.0 2.0 

鎮静を行うのに必要な薬物やケアの知識が不足 している 5.0 z.o 

強い若痛のある患者 ・家族に対する精神的ケアやコミュニケーション

5.0 z.o 

の技術が不十分である

鎮静に関する 苦痛が鎮静によってしか緩和されないことを判断することは難 しい 5.0 z.0 

看護師の技術や信念 鎮静を行 うことは患者の死を早めることになる 2.O 1.0 

鎮静と積極的安楽死は倫理的に区別できない z.0 1.O 

鎮静を行っても苦痛が十分に緩和されないことが多い 3.0 z.o 

患者との死別に伴う自分自身のつらい感情に対応できていると思う* 5.0 z.o 

自分の価値観では、たとえ苦痛が緩和されても、人為的に意識を低下

個人的な価値観について z.o 1.0 

させる方法は望ましい死ではない 

認定看護師として 認定看護師として、鎮静に関するスタッフの教育力灘 しい 5.0 z.o 

*は 逆転項目

表4勤 務先でみた負担の差異

勤務先による負担の差異

ホス ピス ・緩和
一般病棟(n;73)

ケア病棟(n=20)

中央値(四 分位範囲)

鎮静が必要な患者に 医師の鎮静についての説明が不十分である 4.0(2.3) 5.0(2.0) 

関わることのできる時間について 医師の不在や指示がなく鎮静が開始できない場合がある 4.0(3.0) 5.0(3.0) 

チームアプローチについて 鎮静について、気楽にチームカンファレンスを行うことができる 6.0(2.0) 4.0(2.0) 

鎮静 に関する看護師の

鎮静を行うのに必要な薬物やケアの知識が不足 している 4.0(2.3) 5.0(2.0) 
技術や信念

最小 最大

1 7
 

1 7
 

1 5
 

1 7


1 7
 

i 7
 

l 7
 

z 7
 

1 7
 

1 7


z
 7
 

1 7
 

1 7


1 7
 

1 7
 

z 7


z 7
 

1 7
 

1 7
 

1 6
 

1 6
 

1 6
 

z 7


1 6


z 7


P値

0,0063
 

0.0209


<.0001


o.000z
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表5専 任の医師の有無による負担の差異

鎮静が行われたことに関する質問 

鎮静が必要な患者に関わる

ことのできる時間について

チームアプローチについて

鎮静に関する看護師の

技術や信念

V.考 察

がん診療連携拠点病院に所属す る認定看護師

は、ホスピス ・緩和ケア病棟での勤務割合は低い

ものの、その多 くが緩和ケアチームの一員 として

活動 してお り、8割 以上の認定看護師が持続的な

深い鎮静 を施行 した経験を有 していた。本研究で

は、対象者の多 くが緩和医療検討会議 の行われ る

環境 で専任の医師 とともに勤務 してお り、医療者

間で情報交換できる体制の中、鎮静 に関わってい

ことが明 らかになった。

こ うした体制の整備 は、同僚や上司に気楽 に相

談ができた り、気楽にチームカンファレンスがで

きることにつ なが り、看護師 自身の判断や意見を

示す機会 になると考える。その機会 を多 く得 るこ

とで、看護師間や他職種間で相互に情報交換がで

き、自身の判 断や意見が尊重 されていると感 じる

のだろ う。また、緩和 ケアに従事す る看護師では、

人 に相談す ることがス トレスマネ ジメン トの一

つの方法であることが報告 されているため7)、 気

楽に相談できる同僚や上司の存在が、自身のつ ら

い感情 に対応 で きてい ると感 じるこ とにつ なが

るのではないか と考える。 さらに、鎮静の導入時
ほ

には、医療者間の情報交換を密に行い、導入のタ

イ ミングを図るべきであると言われてお り8)～11)、

上述 のよ うに情報交換のでき る体制が整備 され

ていることで、導入のタイ ミングを検討すること

ができ、鎮静の導入 を否定的に捉えることなく受

専任の医師の有無

あり

(n=78) 

中央値(四

鎮静を行うとき、
2.0(1.0) 

自分のしてきたことに価値がなかった気持ちになる

鎮静について、看護師の判断や意見が尊重されている 5.0(2.0) 

医師の鎮静についての説明が不十分である 5.0(2.0) 

鎮静について、医師と看護師との間に意見の不一致がある 4.0(2.0) 

鎮静について、看護師の間に共通 した認識がある 4.0(2.0) 

鎮静を行うのに必要な薬物やケアの知識が不足している 5.0(2.0) 

強い苦痛のある患者さん ・家族 に対する
5.0(2.0) 

精神的ケアやコミュニケーションの技術が不十分である

鎮静と積極的安楽死は倫理的に区別できない 2.0(1.0)

鎮静を行っても苦痛が十分に緩和されないことが多い 2。5(2.0) 

なし

P値 
(n=32)

分位範囲)

2.0(1.8)0.0456


4.0(2.0)0.0214
 

6.0(2.0)0.0173


4.5(1.8)0.0093


3.0(2.0)0.0057


6.0(1.8)0.0076
 

5.0(1.8)0.0319
 

2.0(0.8)0.0473
 

3.0(2.0)0.0250


け入れ ることができるのだと考える。これにより、

無力感 を覚えた り、受け持つ ことを避 けたい と思

った り、死別後、今まで してきた ことに価値がな

かったと思 うことなく、ケアを継続できるのだろ

う。
一方 で

、認定看護師は、 自分 自身の知識不足、

精神的ケアや コミュニケーション技術の不足を

負担 と感 じていた。田村12)が指摘する通 り、鎮静

は非常に多 くの倫理的問題 を孕んでお り、ケアに

あたる認定看護師には、高度 な知識 ・技術が求め

られてい ると考 えられ る。本研究で も、鎮静が行

われなかったことに対す る気持 ちとして、 「つ ら

かった ともよかったとも言えない」 と回答 した者

が3割 弱にのぼっていた。 また、認定看護師は、

苦痛が鎮静によって しか緩和 されないことを判

断す ることは難 しいと感 じていた。 これ らは、鎮

静の倫理的側面 を反映 しているといえる。 この よ

うに倫理的問題 を孕む鎮静に関わ る者 として、認

定看護 師は必要な知識 ・技術が足 りない と感 じ、

負担 を感 じているのだ と考える。

さらに、認定看護師は、医師の知識のばらつき

や不十分な説明について、医師の不在や指示がな

く鎮静が開始できない場合があることについて

も負担 と感 じていた。ガイ ドラインでは、患者に

意思決定能力がある揚合 には、鎮静の益 と害につ

いて必要な情報 を知 らされた うえでの鎮静を希

望す る明確 な意思表示があること、かつ家族の同 
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意があることが求 められている。また、患者 に意

思決定能力がない場合にも、患者 の価値観や患者

が以前に表明 していた意思が鎮静の倫理的妥当

性 を検討す る基準 とされてお りi)、鎮静 の施行に

おいては、患者の意思を正確に把握 し、家族の同

意 を得ることが求 められているといえる。 しか し

なが ら、本研究の結果から、患者 の意思表示が明

確でないことは少 なか らずあるとい う現状が明

らかになった。患者 の意思がある場合、意思決定

には十分 な説 明が不可欠であ り、鎮静が最善 と評

価 され るときには、その意思 ・同意 を反映 して時

期 を逸す ることな く鎮静を開始できるよ うにす

る必要がある。それが叶わない現状 に認定看護師

は負担を感 じているといえる。

上述の通 り、認定看護師は、 自分 自身の知識 ・

技術や医師に関す る負担を抱えなが ら、スタッフ

の教育を担ってお り、それ を負担 と感 じていた。

伊藤 ら4)の研究においても、鎮静に関す るスタ ッ

フの教育は看護師のス トレスになっていると報

告 されてお り、 「指導」の役割 を担 う認定看護師

でも同様 の傾 向が認め られた。鎮静に関す る指導

はマニュアル化 されてお らず、個々の認定看護師

の裁量に委ね られ ているのが現状である。二木13)

は、ス トレスを 「外界か らの生態への刺激、シグ

ナル、お よび、それ に対す る生態 の応答 、反応 、

影響をすべてひっ くるめたもの」 と定義 し、職場

のス トレッサーの一つ として役割上の葛藤 をあ

げている。認定看護師は、指導の必要性 を感 じな

が らも、マニュアルがなく、 自身の知識 ・技術 の

不足や医師に関す る負担を感 じている現状の中

で、鎮静 とい う倫理的問題を孕む事柄 をどのよ う

に指導すべきか葛藤 して、強い負担を感 じている

ものと考 える。

ホス ピス ・緩和 ケア病棟 と一般病棟 における負

担の強 さの比較では、ホスピス ・緩和ケア病棟 に

勤務する認定看護師の方が、医師の不十分な説明

についての負担や、医師の不在や指示 がな く鎮静

が開始で きないこ とへの負担が軽 く、チームカン

ファレンスを行 うことについても、負担 をあま り

感 じていないことが示 された。また、専任の医師

の有無 によ り認定看護 師の負担 を比較 した とこ

ろ、専任 の医師 とともに勤務す る認定看護 師は、

自身の知識や技術 に、より自信 をもってケアを し

ている状況にあることが示 された。他 にも、専任

の医師 とともに勤務 している認定看護 師は、より

看護師 の判断や意見 が尊重 され てい ると感 じる

ことができ、医師一看護師問および看護師間の共

通認識をもって鎮静に関わ り、鎮静によって苦痛

が十分に緩 和 されてい ると感 じやすい環境 にあ

った。 ホス ピス ・緩和ケア病棟 では、一般病棟 よ

りも多 く鎮静が行われていると考 えられ るが、そ

の病棟内の体制や専任の医師の存在 は、認定看護

師の鎮静 に関す る負 担を軽減 しうるものである

ことが示唆 された。その一方で、一般病棟や専任

の医師がいない病 院で勤務す る認定看護 師への

支援が必要であることが示 された。

VI.本 研究の限界 と今後の課題

本研 究では鎮静 に関す る負担 について看護 師

を対象に作成 された質問紙 を用いた ところに限

界がある。また全国のがん診療連携拠点病院に所

属す る緩和ケア認 定看護師 を対象 として調査 し

たため、専任の医師がいる病院が多 く、ほとんど

の病院で緩和ケア検討会議が実施 されていた。 し

か しなが らがん診療 連携拠点病院 ほど体制 が整

備 されていない病院でも、がん患者 に鎮静が行わ

れてい ると考 えられる。今後は本研究で明 らかに

なった負担の特徴 に加 え、認定看護師特有 の鎮静

に関す る負担 を さらに明確 に してい く必要があ

る。

皿.結 論

本研究では認定看護師の負担の特徴 を明らか

に した。がん診療連携拠点病院に所属す る認定看

護師の多 くは、緩和医療検討会議の行 われ る環境

で専任の医師 とともに勤務 してお り、医療者間で

情報交換のできる体制が整備 されている中、鎮静

に関わっていた。これは、認定看護師の負担軽減

につながっていた。一方で、認定看護師は、自分

自身の知識 ・技術の不足についてめ負担や、知識

のばらつき、不十分な説 明な どの医師に関す る負

担 を抱 えてお り、そのような現状の中、鎮静 とい

う倫理的問題 を孕む事柄について指導すること

を負担 と感 じていた。
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